
宮
中
と
神
宮
・
勅
祭
社
の
祭
祀
担
当
者
た
ち 
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現
行
憲
法
の
も
と
で
も
、
天
皇
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
は
「
宮
中
祭
祀
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
多
く
の
国
民
に
理
解
さ

れ
社
会
に
安
定
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
天
皇
ご
自
身
と
天
皇
か
ら
委
任
さ
れ
た
人
々
が
、
伊
勢
の
神
宮
と
主

要
な
神
社
の
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
現
状
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。 

    

「
宮
中
祭
祀
」
の
主
催
者
と
奉
仕
者 

  

宮
内
庁
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、「
宮
中
祭
祀
／
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
宮
中
の
祭
祀
を
受
け
継
が
れ
、

常
に
国
民
の
幸
せ
を
祈
っ
て
お
ら
れ
、
年
間
約
二
〇
件
近
く
の
祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
皇
族
方
も
宮
中
祭
祀
を
大

切
に
な
さ
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。 

  

そ
の
祭
典
は
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
①
「
大
祭
」
は
「
天
皇
陛
下
ご
自
身
で
祭
典
を
行
わ
れ
、
御
告
文
（
祝

詞
）
を
奏
上
さ
れ
、
つ
い
で
②
「
小
祭
」
は
「
掌
典
長
が
祭
典
を
行
い
、
天
皇
陛
下
が
御
拝
礼
に
な
り
」、
さ
ら
に
③

「
旬
祭
」
は
「
毎
月
１
日
・

11
日
・

21
日
に
掌
典
長
が
祭
典
を
行
い
、
原
則
と
し
て
１
日
に
は
天
皇
陛
下
の
御
拝

礼
が
あ
り
ま
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

  

す
な
わ
ち
、
宮
中
祭
祀
の
主
催
者
は
天
皇
陛
下
で
あ
る
。
た
だ
、
①
大
祭
に
は
天
皇
に
続
き
皇
后
と
皇
嗣
・
同
妃
も

殿
内
で
拝
礼
さ
れ
、
②
小
祭
に
は
天
皇
の
あ
と
皇
嗣
が
殿
内
で
拝
礼
さ
れ
る
（
③
旬
祭
は
原
則
１
日
の
み
親
拝
）。 

  

そ
の
祭
祀
に
は
、
宮
内
庁
の
内
廷
職
員
で
あ
る
掌
典
（
し
ょ
う
て
ん
、
成
人
男
性
）
と
内
掌
典
（
未
婚
女
性
）
な
ど

が
奉
仕
す
る
。
と
く
に
内
掌
典
は
賢
所
の
内
陣
よ
り
奥
の
内
々
陣
で
皇
祖
神
に
神
饌
を
お
供
え
す
る
。 

      

神
宮
の
皇
族
出
身
「
祭
主
」
と
天
皇
聴
許
の
大
宮
司 

  

皇
祖
神
の
天
照
大
神
は
、
宮
中
の
賢
所
（
三
殿
の
中
央
）
と
共
に
伊
勢
の
神
宮
（
内
宮
の
正
宮
）
に
祀
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
神
宮
は
戦
後
に
宗
教
法
人
と
な
っ
た
が
、
今
も
皇
室
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
。 

  

そ
の
た
め
、「
祭
主
」
と
「
大
宮
司
」
は
勅
旨
を
奉
じ
聴
許
を
仰
い
で
定
め
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
祭
主

は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
男
性
皇
族
が
勅
任
さ
れ
て
き
た
の
を
、
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
四
月

か
ら
皇
族
出
身
の
既
婚
女
性
が
務
め
て
い
る
。 

  

こ
れ
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
圧
力
に
よ
り
同
年
十
月
か
ら
直
宮
（
じ
き
み
や
）
以
外
の
伏
見
系
十
一
宮
家
の
皇
籍
離
脱
で
男

性
皇
族
が
激
減
、
そ
の
多
く
が
軍
籍
に
あ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
て
の
対
策
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

と
は
い
え
、
当
時
も
今
も
皇
族
出
身
な
ら
ば
、
既
婚
女
性
で
何
ら
差
し
支
え
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
神
宮
司
庁
編
『
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
天
皇
か
ら
北
白
川
宮
房
子
内
親
王
（
明
治
天
皇
の
皇

女
）
に
「
強
（
た
）
っ
て
の
御
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、・
・
・
・
お
受
け
に
」
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

た
だ
、
祭
主
は
常
勤
で
な
く
、
神
宮
の
六
月
と
十
二
月
の
月
次
祭
と
十
月
の
神
嘗
祭
、
二
十
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
祭

な
ど
に
奉
仕
さ
れ
る
。
戦
後
初
代
の
北
白
川
房
子
様
以
後
、
鷹
司
和
子
様
、
池
田
厚
子
様
（
共
に
昭
和
天
皇
の
皇
女
）、

現
在
は
黒
田
清
子
様
（
平
成
の
天
皇
の
皇
女
）
が
務
め
て
お
ら
れ
る
。 

  

一
方
、
神
宮
の
大
宮
司
は
、
伊
勢
で
祭
祀
に
専
念
す
る
少
宮
司
以
下
の
上
に
立
つ
神
職
で
あ
り
、
天
皇
の
聴
許
を
え

て
任
命
さ
れ
る
。
戦
後
十
代
の
拝
命
者
は
、
元
華
族
か
元
皇
族
（
現
在
の
久
邇
朝
尊
氏
は
邦
昭
氏
の
長
男
）
で
あ
る
。 

      

勅
使
の
遣
わ
さ
れ
る
主
要
な
「
勅
祭
社
」 

  

こ
の
神
宮
の
主
要
な
祭
儀
に
は
、
天
皇
が
勅
使
（
式
年
遷
宮
の
み
掌
典
長
、
そ
れ
以
外
は
掌
典
）
を
遣
わ
さ
れ
る
。

ま
た
神
宮
以
外
で
例
祭
に
勅
使
（
掌
典
）
を
遣
わ
し
て
、
祭
文
と
幣
帛
を
奉
ら
し
め
ら
れ
る
「
勅
祭
社
」
が
あ
る
。 

そ
れ
は
、
関
西
の
橿
原
神
宮
（
２
月

11
日
）、
春
日
大
社
（
３
月

13
日
）、
平
安
神
宮
（
４
月

15
日
）、
近
江
神

宮
（
４
月

20
日
）、
出
雲
大
社
（
５
月

14
日
）、
賀
茂
大
社
（
５
月

15
日
）、
石
清
水
八
幡
宮
（
９
月

15
日
）、
中

部
の
熱
田
神
宮
（
６
月
５
日
）、
関
東
の
氷
川
神
社
（
８
月
１
日
）、
明
治
神
宮
（

11
月
３
日
）
お
よ
び
旧
別
格
官
幣

の
社
靖
国
神
社
（
４
月

22
日
と

10
月

18
日
）
の
十
二
社
（
賀
茂
は
上
下
両
社
だ
が
同
一
祭
文
）
に
は
毎
年
、
さ

ら
に
六
年
ご
と
の
香
取
神
宮
（
４
月

14
日
）
と
鹿
島
神
宮
（
９
月

11
日
）、
十
年
ご
と
の
宇
佐
神
宮
と
香
椎
宮
（
共

に
祭
日
不
定
）
を
合
わ
せ
て
十
六
社
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

  

ま
た
、
ご
公
務
の
た
め
全
国
へ
行
幸
の
際
、
当
地
の
主
要
な
神
社
で
拝
礼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
一
定
以
上
の

神
社
に
幣
饌
料
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

  

こ
の
よ
う
な
現
行
の
皇
室
関
連
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
共
編
著
『
皇
室
事
典
』（
令
和
版
、
角
川
書
店
）
に
概
説
し

た
。
参
考
ま
で
に
、
そ
の
分
（
三
か
所
修
訂
）
を
添
付
し
て
お
こ
う
。          

（
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
記
） 
















